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（3） 桑名桑名保健所の概要（平成平成２８年度体制））

《

《

総

総務企画課

７

７名》 課長  

 大  吉

大橋 吉之

TEL 0594-24-3621

・医療従事者の免許申請

・災害医療 ・衛生統計 ・保健医療計画

・医療・保健関係の研修

所長
・病院・診療所開設許可（届け）  ・医療機関立入検査

 

  

長坂 裕二

《

《

健

健康増進課

７

７名》 課長  

 紀  由

紀平 由起子

TEL 0594-24-3621
TEL 0594-24-3625

・感染症（発生動向調査）対策

・結核医療・予防 ・エイズ相談・検査

 

 水野 正宏

水野 正宏
・ヘルシーピープルみえ・21

・保健栄養対策 ・歯科保健

・こころの健康づくり 

《

《《

《地

地地域保健課

地域保健課 ９

９９

９

名

名

》

》

課長

課長 田  裕

田  裕田中 裕子

田中 裕子

TEL 0594-24-3620

・難病、特定医療費（指定難病）助成事業

員

職種別職員数
・精神保健福祉

一般事務等 7 名
・特定不妊治療費助成事業

医 師 1 名
・原子爆弾被害者対策

獣医師 7 名
・母子保健

薬剤師 3 名

《

《

衛

衛生指導課

１

１０名》 課長  

 樋  奈

樋口 奈津子

保健師 9 名 TEL 0594-24-3623

診療放射線技師 1 名
・食品衛生 ・食品表示 ・動物愛護推進

臨床検査技師 2 名
・医薬品、毒劇物 ・薬物乱用防止 ・墓地及び火葬場

管理栄養士 3 名
・旅館、公衆浴場、興行場 ・献血、骨髄バンク登録推進

精神保健福祉士 1 名
・理容、美容、クリーニング

水産技師 1 名
・調理師、製菓衛生師の免許申請

合 計 35 名

●組織及び 掌事所掌事務

TEL 0594-24-3621

副所長兼保健衛生室長

衛

衛保健衛生室

保健衛生室
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（5） 人人口動態統計

ア

口

人口動態総覧

（ア）出生 

（イ）死亡

（ウ）乳児死亡

（エ）死産

（オ）周産期死亡

（カ）婚姻と離婚

（キ）自然増加

イ

イ 亡

亡死亡

死亡の

のの

の

動向

動向

ウ

ウ 亡

亡死亡

死亡の

のの

の

場所

場所

エ

エ 種

種各種

各種グ

ググラフ

グラフ

平成26年の人口動態（確定数）の概況は表１のとおりです。

人口動態確定数は、平成20年から桑名管内には菰野町、朝日町、川越町が含まれた

データを掲載しました。（以下３町を含んだデータで比較）

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した平成26年10月1日現

在推計人口（外国籍人口含む）によります。

死因別の死亡数は、第1位悪性新生物708人、第2位心疾患377人、第3位肺炎261人と

なっています。

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び平成26年の年齢調整死亡

率の上位5死因（老すいを除く）をグラフ1に示しました。

管内の自然増加率は△1.3で前年に引き続いて減少傾向です。三重県は△3.2で平成17

年から減少傾向です。

管内の死亡数は2,611人で前年より17人増加しました。死亡率は9.2で、三重県の

10.7、全国の10.1を下回っています。

管内の出生数は2,252人で前年より176人減少しました。出生率は7.9で、三重県の7.5

と比べると高く、全国の8.0と比べると低くなっています。

婚姻件数は1,303組で前年より45組減少しました。婚姻率は4.6で前年より0.2ポイント

減少しました。

離婚件数は455件で前年より49件減少しました。離婚率は1.6で前年より0.2ポイント減

少しました。

管内の死産数は50人で、前年より1人増加しました。

自然死産率は8.7であり人工死産率は13.0です。

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は10人で前年に比べ1人増加

し、周産期死亡率は4.4です。

管内は全国に比べて病院死亡の割合が2.5ポイント低く、診療所や老人保健施設の割合

が高くなっています。

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生

状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は1人で、前

年より5人減少しており、新生児死亡数は1人で前年より3人減少しています。

主な死因別の死亡状況を表２、うち悪性新生物部位別死亡状況を表３に示しました。
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平成26年確定数

総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女

全国

125,431,000
1,003,539

515,533

488,006

95,768

43,434 52,334

1,273,004

660,335 612,669

2,080 1,110 970 952

△ 269,465

23,524 10,905 12,619

3,570
3,039 711

643,749

222,107

三重県

1,820,491 13,727 7,033 6,694 1,330 594 736 19,525 9,921 9,604 27 11 16 15 △ 5,798 308 157 151 60 49 11 8,555 3,098

管内

283,303 2,252 1,155 1,097 210 94 116 2,611 1,352 1,259 1 1 0 1 △ 359 50 20 30 10 10 0 1,303 455

桑名市

140,907 1,143 592 551 112 52 60 1,284 662 622 0 0 0 0 △ 141 28 12 16 5 5 0 653 224

いなべ市

45,249 332 158 174 28 13 15 469 235 234 0 0 0 0 △ 137 8 1 7 1 1 0 218 67

木曽岬町

6,468 27 19 8 3 1 2 57 35 22 0 0 0 0 △ 30 1 0 1 0 0 0 13 11

東員町

25,467 177 96 81 21 8 13 198 114 84 0 0 0 0 △ 21 7 2 5 1 1 0 86 25

菰野町

40,325 289 148 141 22 12 10 430 223 207 0 0 0 0 △ 141 4 3 1 1 1 0 181 72

朝日町

10,270 96 43 53 9 3 6 55 26 29 0 0 0 0 41 1 1 0 1 1 0 59 10

川越町

14,617 188 99 89 15 5 10 118 57 61 1 1 0 1 70 1 1 0 1 1 0 93 46

全国

8.0 8.4 7.6 95.4 84.3 107.2 10.1 10.8 9.5 2.1 2.2 2.0 0.9 △ 2.1 22.9 10.6 12.3 3.5 3.0 0.7 5.1 1.8 1.42

三重県

7.5 7.9 7.1 96.9 84.5 109.9 10.7 11.1 10.2 2.0 1.6 2.4 1.1 △ 3.2 21.9 11.2 10.8 4.4 3.6 0.8 4.7 1.7 1.45

管内

7.9 8.3 7.7 93.3 81.4 105.7 9.2 9.7 8.8 0.4 0.9 0.0 0.4 △ 1.3 21.7 8.7 13.0 4.4 4.4 0.0 4.6 1.6 1.47

桑名市

8.1 8.6 7.7 98.0 87.8 108.9 9.1 9.6 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 △ 1.0 23.9 10.2 13.7 4.4 4.4 0.0 4.6 1.6 1.49

いなべ市

7.3 6.9 7.8 84.3 82.3 86.2 10.4 10.2 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 △ 3.0 23.5 2.9 20.6 3.0 3.0 0.0 4.8 1.5 1.44

木曽岬町

4.2 5.7 2.4 111.1 52.6 250.0 8.8 10.5 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 △ 4.6 35.7 0.0 35.7 0.0 0.0 0.0 2.0 1.7 0.90

東員町

7.0 7.7 6.2 118.6 83.3 160.5 7.8 9.1 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 △ 0.8 38.0 10.9 27.2 5.6 5.6 0.0 3.4 1.0 1.34

菰野町

7.2 7.6 6.8 76.1 81.1 70.9 10.7 11.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 △ 3.5 13.7 10.2 3.4 3.4 3.4 0.0 4.5 1.8 1.38

朝日町

9.3 8.5 10.5 93.8 69.8 113.2 5.4 5.1 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 10.3 10.3 0.0 10.3 10.3 0.0 5.7 1.0 1.45

川越町

12.9 13.4 12.5 79.8 50.5 112.4 8.1 7.7 8.6 5.3 10.1 0.0 5.3 4.8 5.3 5.3 0.0 5.3 5.3 0.0 6.4 3.1 1.97

人口千対

男子人口千

対

女子人口千

対

出生千対

男子出生

千対

女子出生

千対

人口千対

男子人口千

対

女子人口千

対

出生千対

男子出生

千対

女子出生

千対

出生千

対

人口千対

新生児死亡は生後４週未満の死亡。早期新生児死亡は生後１週未満の死亡。

死産は妊娠１２週以後の死児の出産。後期死産は妊娠２２週以後の死産。自然増加は出生数ー死亡数。

分母に用いた全国以外の人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。また、「三重県」の出生率および死亡率の

「総数」「婚姻率」「離婚率」については厚生労働省公表の数値を使用しています。

婚姻

合計

特殊

出生

率

離婚

自然

出産(出生＋死産）

千対

出産(出生＋妊娠満22週以後の

死産）千対

△は減を示します。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

人口千対

妊娠満

22週以

後の死

産

早期新

生児死

亡

周産期死亡

総数

自然

増加数

人工

死産

総数

低体重児

(再掲）

死亡

新生

児死

亡

（再

掲）

-
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表

表１

人 覧

人口動態総覧 （

実

実数、

率

率）

別

市町別

乳児死亡

（再掲）

率

率の算出方法

人口

（10月1

日）

出生

市町

(県・

全

国）

実

 

数



表 ２ 死亡の動向 （№１）

市町別 主要死因別死亡数・死亡率（人口１０万人対）、年齢調整死亡率（人口１０万人対） （平成26年確定数）

計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女

死亡数 19,525 9,921 9,604 27 15 12 5,172 3,166 2,006 206 107 99 119 29 80

率
[1067.5] [1114.3] [1023.1]

[1.5] [1.7] [1.3] [282.8] [355.6] [213.7] [11.3] [12.0] [10.5] [6.5] [3.3] [8.5]

年齢調整死亡率

359.6 484.9 257.3 0.37 0.54 0.29 114.0 160.2 78.1 3.81 5.37 2.45 1.57 1.75 1.29

死亡数 2,611 1,352 1,259 2 1 1 708 440 268 25 11 14 8 3 5

率 [921.7] [966.1] [878.3] [0.7] [0.7] [0.7] [249.9] [314.4] [187.0] [8.8] [7.9] [9.8] [2.8] [2.1] [3.5]

年齢調整死亡率

348.2 475.2 243.3 0.23 0.23 0.30 113.5 160.2 76.5 3.67 4.53 2.74 0.77 0.92 0.59

死亡数 1,284 662 622 1 0 1 346 213 133 12 3 9 4 2 2

率 [912.0] [958.5] [867.3] [0.7] [0.0] [1.4] [245.8] [308.4] [185.5] [8.5] [4.3] [12.5] [2.8] [2.9] [2.8]

年齢調整死亡率

343.1 466.7 240.5 0.32 0.00 0.60 110.6 155.9 74.8 3.72 2.93 4.14 0.91 1.25 0.60

死亡数 469 235 234 0 0 0 109 67 42 6 3 3 2 0 2

率
[1032.8] [1020.2] [1045.7]

[0.0] [0.0] [0.0] [240.0] [290.9] [187.7] [13.2] [13.0] [13.4] [4.4] [0.0] [8.9]

年齢調整死亡率

351.2 456.6 265.1 0.00 0.00 0.00 104.2 139.1 79.2 5.08 7.09 2.81 0.72 0.00 1.03

死亡数 57 35 22 0 0 0 18 13 5 1 0 0 0 0 0

率 [864.8]
[1052.9]

[673.4] [0.0] [0.0] [0.0] [273.1] [391.1] [153.0] [15.2] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0]

年齢調整死亡率

317.9 505.5 139.2 0.00 0.00 0.00 114.7 184.1 43.1 2.43 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00

死亡数 198 114 84 1 1 0 63 41 22 1 1 0 0 0 0

率 [776.4] [913.0] [645.4] [3.9] [8.0] [0.0] [247.0] [328.4] [169.0] [3.9] [8.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0]

年齢調整死亡率

302.5 441.9 188.3 0.77 2.68 0.00 114.0 152.1 1.5 1.46 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00

死亡数 430 223 207 0 0 0 131 81 50 4 4 0 1 1 0

率
[1065.1] [1139.6]

[995.0] [0.0] [0.0] [0.0] [324.5] [413.9] [240.3] [9.9] [20.4] [0.0] [2.5] [5.1] [0.0]

年齢調整死亡率

398.4 562.2 269.5 0.00 0.00 0.00 140.0 211.6 82.1 4.96 10.87 0.00 0.84 2.15 0.00

死亡数 55 26 29 0 0 0 12 7 5 0 0 0 1 0 1

率 [543.2] [513.0] [573.5] [0.0] [0.0] [0.0] [118.5] [138.1] [98.9] [0.0] [0.0] [0.0] [9.9] [0.0] [19.8]

年齢調整死亡率

247.5 298.2 206.4 0.00 0.00 0.00 70.8 85.3 63.4 0.00 0.00 0.00 2.43 0.00 3.64

死亡数 118 57 61 0 0 0 29 18 11 1 0 1 0 0 0

率 [814.4] [771.5] [858.9] [0.0] [0.0] [0.0] [200.1] [243.6] [154.9] [6.9] [0.0] [14.1] [0.0] [0.0] [0.0]

年齢調整死亡率

408.6 519.4 315.8 0.00 0.00 0.00 112.7 164.9 73.6 1.68 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00

悪性新生物 糖尿病 高血圧性疾患

年齢調整死亡率＝

×100,000

結核

死因別死亡率 ＝

×100,000

総数

｛観察集団の各年齢階級の死亡率×基準人口集団のその年齢階級の人口｝の各年齢階級の総和

基準となる人口集団の総和（昭和６０年モデル人口）

死因別死亡数

人 口

三

重

県

管

内

桑

名

市

川

越

町

い

な

べ

市

木

曽

岬

町

東

員

町

菰

野

町

朝

日

町
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表 ２

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

三

重

県

管

内

桑

名

市

川

越

町

い

な

べ

市

木

曽

岬

町

東

員

町

菰

野

町

朝

日

町

（№2）

（平成26年確定数）

計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女

2,986 1,406 1,580 1,772 785 987 281 146 135 1,678 936 742 242 194 48

[163.3] [157.9] [168.3] [96.9] [88.2] [105.1] [15.4] [16.4] [14.4] [91.7] [105.1] [79.0] [13.2] [21.8] [5.1]

50.9 68.0 36.0 29.8 37.5 22.8 5.45 7.36 3.86 23.9 36.9 15.2 3.60 7.59 0.95

377 171 206 208 100 118 23 15 8 261 151 110 44 39 5

[133.1] [122.2] [143.7] [73.4] [71.5] [82.3] [8.1] [10.7] [5.6] [92.1] [107.9] [76.7] [15.5] [27.9] [3.5]

44.8 60.2 30.1 28.3 35.3 22.6 3.57 5.69 1.89 27.3 44.4 15.9 5.29 11.94 0.48

189 89 100 94 48 46 9 5 4 135 77 58 21 20 1

[134.2] [128.9] [139.4] [66.8] [69.5] [64.1] [6.4] [7.2] [5.6] [95.9] [111.5] [80.9] [14.9] [29.0] [1.4]

46.3 64.4 29.3 25.4 33.2 19.3 2.13 3.17 1.23 28.9 46.7 16.4 4.98 11.95 0.20

77 28 49 43 19 24 6 4 2 39 26 13 9 9 0

[169.6] [121.6] [219.0] [94.7] [82.5] [107.3] [13.2] [17.4] [8.9] [85.9] [112.9] [58.1] [19.8] [39.1] [0.0]

46.7 50.7 41.5 34.0 39.9 28.6 6.48 9.71 3.00 25.0 45.7 9.5 5.56 14.32 0.00

7 4 3 6 4 2 0 0 0 6 4 2 0 0 0

[106.2] [120.3] [91.8] [91.0] [120.3] [61.2] [0.0] [0.0] [0.0] [91.0] [120.3] [61.2] [0.0] [0.0] [0.0]

29.3 50.0 9.7 45.8 71.9 21.4 0.00 0.00 0.00 23.9 44.2 6.5 0.00 0.00 0.00

28 14 14 14 6 8 2 2 0 18 13 5 3 2 1

[109.8] [112.1] [107.6] [54.9] [48.1] [61.5] [7.8] [16.0] [0.0] [70.6] [104.1] [38.4] [11.8] [16.0] [7.7]

35.1 54.4 17.8 22.1 26.3 16.2 3.50 8.02 0.00 18.5 39.7 8.2 3.28 5.89 1.08

47 25 22 33 16 17 5 4 1 51 25 26 8 6 2

[116.4] [127.8] [105.7] [81.7] [81.8] [81.7] [12.4] [20.4] [4.8] [126.3] [127.8] [125.0] [19.8] [30.7] [9.6]

47.6 68.8 30.0 33.8 39.8 30.9 5.80 11.07 2.04 36.5 50.8 29.4 8.09 15.55 1.16

10 3 7 5 1 4 1 0 1 7 4 3 2 1 1

[98.8] [59.2] [138.4] [49.4] [19.7] [79.1] [9.9] [0.0] [19.8] [69.1] [78.9] [59.3] [19.8] [19.7] [19.8]

34.3 28.5 34.9 12.2 7.3 14.6 10.45 0.00 19.29 26.5 41.3 17.5 6.52 11.13 3.64

19 8 11 13 6 7 0 0 0 5 2 3 1 1 0

[131.1] [108.3] [154.9] [89.7] [81.2] [98.6] [0.0] [0.0] [0.0] [34.5] [27.1] [42.2] [6.9] [13.5] [0.0]

46.9 62.6 33.2 41.3 48.2 40.0 0.00 0.00 0.00 9.9 11.9 10.0 5.08 9.92 0.00

慢性閉塞性肺疾患

心疾患

（高血圧性を除く）

肺炎脳血管疾患 大動脈瘤及び解離
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表 ２

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

三

重

県

管

内

桑

名

市

川

越

町

い

な

べ

市

木

曽

岬

町

東

員

町

菰

野

町

朝

日

町

（№3）

（平成26年確定数）

計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女

10 2 8 177 98 79 405 206 199 1,678 399 1,279 704 394 310 310

208 107

[0.5] [0.2] [0.9] [9.7] [11.0] [8.4] [22.1] [23.1] [21.2] [91.7] [44.8] [136.2] [38.5] [44.3] [33.0] [16.9] [23.4] [11.4]

0.13 0.09 0.16 4.60 6.40 2.88 5.83 8.11 4.32 16.8 13.0 18.3 16.5 23.9 9.9 15.7 22.5 8.7

3 0 3 25 10 15 51 46 25 233 51 182 106 60 46 37

25 12

[1.1] [0.0] [2.1] [8.8] [7.1] [10.5] [18.0] [32.9] [17.4] [82.3] [36.4] [127.0] [37.4] [42.9] [32.1] [13.1] [17.9] [8.4]

0.26 0.00 0.40 5.28 5.77 4.41 5.61 7.61 4.39 18.1 12.9 20.3 16.5 23.4 10.6 12.3 18.2 5.9

2 0 2 12 4 8 29 14 15 119 29 90 53 31 22 15

9 6

[1.4] [0.0] [2.8] [8.5] [5.8] [11.2] [20.6] [20.3] [20.9] [84.5] [42.0] [125.5] [37.6] [44.9] [30.7] [10.7] [13.0] [8.4]

0.39 0.00 0.62 5.20 4.61 5.41 6.54 8.14 5.73 19.4 15.3 20.9 15.9 23.8 9.1 10.7 15.7 5.3

1 0 1 2 1 1 9 6 3 34 8 26 21 9 12 5

3 2

[2.2] [0.0] [4.5] [4.4] [4.3] [4.5] [19.8] [26.0] [13.4] [74.9] [34.7] [116.2] [46.2] [39.1] [53.6] [11.0] [13.0] [8.9]

0.36 0.00 0.51 3.64 4.74 1.78 4.59 9.30 1.54 15.5 10.6 18.7 19.3 19.6 18.2 9.6 10.8 8.3

0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 0 0

0 0

[0.0] [0.0] [0.0] [30.3] [30.1] [30.6] [15.2] [30.1] [0.0] [30.3] [0.0] [61.2] [15.2] [30.1] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0]

0.00 0.00 0.00 20.53 28.20 11.66 2.43 9.73 0.00 4.9 0.0 6.5 6.2 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 3 1 2 5 2 3 17 2 15 7 5 2 5

5 0

[0.0] [0.0] [0.0] [11.8] [8.0] [15.4] [19.6] [16.0] [23.0] [66.7] [16.0] [115.2] [27.4] [40.0] [15.4] [19.6] [40.0] [0.0]

0.00 0.00 0.00 4.79 3.14 6.17 7.02 8.39 4.56 13.8 6.5 16.2 14.3 24.9 4.9 17.1 34.4 0.0

0 0 0 3 1 2 4 3 1 46 8 38 17 8 9 8

6 2

[0.0] [0.0] [0.0] [7.4] [5.1] [9.6] [9.9] [15.3] [4.8] [113.9] [40.9] [182.7] [42.1] [40.9] [43.3] [19.8] [30.7] [9.6]

0.00 0.00 0.00 2.63 2.85 1.96 2.85 6.24 0.58 21.5 13.7 25.1 18.2 21.7 15.5 18.5 30.3 6.3

0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 2 3 3 0 1

1 0

[0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [9.9] [0.0] [19.8] [39.5] [39.5] [39.5] [29.6] [59.2] [0.0] [9.9] [19.7] [0.0]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.45 0.00 19.29 13.0 18.5 10.1 11.7 29.0 0.0 10.2 19.5 0.0

0 0 0 3 2 1 2 0 2 11 2 9 4 3 1 3

1 2

[0.0] [0.0] [0.0] [20.7] [27.1] [14.1] [13.8] [0.0] [28.2] [75.9] [27.1] [126.7] [27.6] [40.6] [14.1] [20.7] [13.5] [28.2]

0.00 0.00 0.00 16.61 25.22 6.81 4.91 0.00 7.65 21.6 11.9 27.0 23.5 38.7 7.6 18.5 14.1 22.9

喘息 自殺肝疾患 腎不全 老衰 不慮の事故
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表３ 市町別 悪性新生物死亡数・死亡率（人口１０万人対）、年齢調整死亡率（人口１０万人対）

（№１）

（平成26年確定数）

計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女

死亡数 5,172 3,166 2,006 153 131 22 676 440 236 462 234 228 187 119 68 374 243 131

率 [282.8] [355.6] [213.7] [8.4] [14.7] [2.3] [37.0] [49.4] [25.1] [25.3] [26.3] [24.3] [10.2] [13.4] [7.2] [20.4] [27.3] [14.0]

年齢調整死亡率

114.0 160.2 78.1 3.75 7.30 0.76 14.9 22.6 8.7 9.73 11.95 7.92 4.46 6.45 2.85 7.9 12.6 4.1

死亡数 708 440 268 18 16 2 96 61 35 67 30 37 16 14 2 55 38 17

率 [249.9] [314.4] [187.0] [6.4] [11.4] [1.4] [33.9] [43.6] [24.4] [23.7] [21.4] [25.8] [5.6] [10.0] [1.4] [19.4] [27.2] [11.9]

年齢調整死亡率

113.5 160.2 76.5 2.66 5.00 0.98 15.2 22.6 8.9 9.9 10.9 8.9 2.4 4.7 ,58 8.2 13.6 3.8

死亡数 346 213 133 2 11 1 50 32 18 33 16 17 7 7 0 30 24 6

率 [245.8] [308.4] [185.5] [1.4] [15.9] [1.4] [35.5] [46.3] [25.1] [23.4] [23.2] [23.7] [5.0] [10.1] [0.0] [21.3] [34.7] [8.4]

年齢調整死亡率

110.6 155.9 74.8 3.97 7.39 1.50 14.4 22.5 7.5 10.1 12.2 8.4 2.2 4.8 0.0 8.8 16.9 2.4

死亡数 109 67 42 3 3 0 17 11 6 8 2 6 3 3 0 8 3 5

率 [240.0] [290.9] [187.7] [6.6] [13.0] [0.0] [37.4] [47.8] [26.8] [17.6] [8.7] [26.8] [6.6] [13.0] [0.0] [17.6] [13.0] [22.3]

年齢調整死亡率

104.2 139.1 79.2 1,79 4.57 0.00 16.1 24.3 8.8 7.6 3.6 11.3 1.4 4.0 0.0 8.5 7.9 8.7

死亡数 18 13 5 0 0 0 4 3 1 3 1 2 1 1 0 2 2 0

率 [273.1] [391.1] [153.0] [0.0] [0.0] [0.0] [60.7] [90.3] [30.6] [45.5] [30.1] [61.2] [15.2] [30.1] [0.0] [30.3] [60.2] [0.0]

年齢調整死亡率

114.7 184.1 43.1 0.00 0.00 0.00 23.8 38.3 9.7 17.2 13.6 18.5 6.7 13.6 0.0 12.4 24.5 0.0

死亡数 63 41 22 2 2 0 10 7 3 8 4 4 0 0 0 0 0 0

率 [247.0] [328.4] [169.0] [7.8] [16.0] [0.0] [39.2] [56.1] [23.0] [31.4] [32.0] [30.7] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0]

年齢調整死亡率

114.0 152.1 85.8 2.36 5.83 0.00 20.0 28.2 13.3 13.3 14.8 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

死亡数 131 81 50 1 0 1 11 6 5 13 6 7 4 2 2 9 5 4

率 [324.5] [413.9] [240.3] [2.5] [0.0] [4.8] [27.2] [30.7] [24.0] [32.2] [30.7] [33.6] [9.9] [10.2] [9.6] [22.3] [25.6] [19.2]

年齢調整死亡率

140.0 211.6 82.1 0.84 0.00 1.38 11.1 14.7 8.8 10.2 13.9 6.9 5.2 6.3 4.0 7.2 10.9 4.6

死亡数 12 7 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1

率 [118.5] [138.1] [98.9] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [9.9] [19.7] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [9.9] [0.0] [19.8]

年齢調整死亡率

70.8 85.3 63.4 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 5.8 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 3.6

死亡数 29 18 11

0 0 0 4 2 2 1 0 1 1 1 0 5 4 1

率 [200.1] [243.6] [154.9] [0.0] [0.0] [0.0] [27.6] [27.1] [28.2] [6.9] [0.0] [14.1] [6.9] [13.5] [0.0] [34.5] [54.1] [14.1]

年齢調整死亡率

112.7 164.9 73.6 0.00 0.00 0.00 23.0 23.7 23.5 1.68 0.00 2.34 3.62 7.75 0.00 23.8 40.8 10.4

川

越

町

三

重

県

管

内

桑

名

市

い

な

べ

市

木

曽

岬

町

東

員

町

菰

野

町

朝

日

町

悪性新生物

総数

内訳

直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸

肝及び肝内胆管食道 胃 結腸
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表３

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

死亡数

率

年齢調整死亡率

川

越

町

三

重

県

管

内

桑

名

市

い

な

べ

市

木

曽

岬

町

東

員

町

菰

野

町

朝

日

町

（№２）

（平成26年確定数）

計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女

248 116 132 488 285 203 1,107 824 283 156 0 156 83 122 72 50

[13.6] [13.0] [14.1] [26.7] [32.0] [21.6] [60.5] [92.6] [30.1] [8.5] [0.0] [16.6] [8.8] [6.7] [8.1] [5.3]

4.5 5.4 3.7 11.40 15.64 7.78 23.9 40.9 10.5 4.38 0.00 8.29 4.39 3.03 3.94 2.33

42 25 17 77 49 28 150 112 38 26 0 26 16 13 8 5

[14.8] [17.9] [11.9] [27.2] [35.0] [19.5] [53.0] [80.0] [26.5] [9.2] [0.0] [18.1] [11.2] [4.6] [5.7] [3.5]

5.5 7.6 4.5 14.1 19.6 9.4 23.8 40.5 10.1 5.2 0.0 10.0 5.9 2.9 3.2 2.8

21 11 10 38 20 18 68 47 21 12 0 12 5 4 2 2

[14.9] [15.9] [13.9] [27.0] [29.0] [25.1] [48.3] [68.0] [29.3] [8.5] [0.0] [16.7] [7.0] [2.8] [2.9] [2.8]

5.8 7.0 5.2 15.2 16.9 13.7 20.1 32.6 10.2 4.6 0.0 8.7 4.4 1.6 1.7 1.5

7 7 0 8 4 4 29 21 8 3 0 3 4 2 2 0

[15.4] [30.4] [0.0] [17.6] [17.4] [17.9] [63.9] [91.2] [35.8] [6.6] [0.0] [13.4] [17.9] [4.4] [8.7] [0.0]

4.2 10.6 0.0 6.0 8.1 4.0 28.4 44.3 16.2 5.0 0.0 10.6 12.7 3.0 6.1 0.0

0 0 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0

[0.0] [0.0] [0.0] [15.2] [30.1] [0.0] [45.5] [60.2] [30.6] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [15.2] [30.1] [0.0]

0.0 0.0 0.0 14.2 28.5 0.0 18.5 26.2 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 13.6 0.0

6 3 3 7 5 2 15 13 2 5 0 5 0 0 0 0

[23.5] [24.0] [23.0] [27.4] [40.0] [15.4] [58.8] [104.1] [15.4] [19.6] [0.0] [38.4] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0]

8.0 10.6 6.7 11.5 16.4 7.6 30.0 52.5 12.3 14.9 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0

3 2 1 15 12 3 30 26 4 4 0 4 5 5 2 3

[7.4] [10.2] [4.8] [37.2] [61.3] [14.4] [74.3] [132.9] [19.2] [9.9] [0.0] [19.2] [24.0] [12.4] [10.2] [14.4]

1.7 3.8 0.6 17.7 33.0 4.6 37.1 74.5 5.2 1.7 0.0 2.3 9.5 8.9 4.5 14.2

0 0 0 5 4 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0

[0.0] [0.0] [0.0] [49.4] [78.9] [19.8] [19.8] [19.7] [19.8] [19.8] [0.0] [39.5] [0.0] [9.9] [19.7] [0.0]

0.0 0.0 0.0 29.5 51.9 13.6 7.6 10.6 3.6 21.4 0.0 42.5 0.0 4.1 11.1 0.0

5

2 3 3 3 0 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0

[34.5] [27.1] [42.2] [20.7] [40.6] [0.0] [20.7] [27.1] [14.1] [0.0] [0.0] [0.0] [28.2] [0.0] [0.0] [0.0]

19.9 15.9 25.1 12.75 27.68 0.00 10.1 16.0 5.3 0.00 0.00 0.00 4.67 0.00 0.00 0.00

内訳

気管，気管及び肺 乳房 子宮 白 血 病

胆のう及びその他の胆道

膵
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1

県民

三重県民力 ン

・

ビジョン・

行

行動計画

お

における

実績

事業実績

２

２ 三

三三重県民力

三重県民力ビジ

ジビジョン・

ビジョン・ 動計

動計行動計画

行動計画

の

の 系

体系政策体系

政策体系

（政策展開の基本方向＜三つの柱＞）

掲載ページ

1

第1節

「

「

守

守る」～命と

暮

暮

ら

らしの安全

・

・

安

安心を実感で に

き

できるために～～

（

（

施策

施策）

））

）

1 危機管理 ～災害等の危機から命と暮

を

らしを守る社会～

111

災

防災・ 策減災対策の推進

（

（

業 5

基本事業11105）

…17

112 治山・治水・海岸保全の推進

113

113

食

食の

のの

の

安全

安全

・

・ 心

心安心

安心

の

の

確保

確保（

（（

（ 業 1

業 1基本事業11301

基本事業11301

）

）

…18

114

染

感染症の予防

と

と体制の

備

整備（

事 4

基本事業11402

1 ）

、11403）

…22

2 命を守

る

る ～健康

な

な暮らしと

心

安心できる

療

医療体制～

121

121 師

師医師確保

医師確保

と

と 療

療医療体制

医療体制

の

の 備

備整備

整備

（

（ 事 1

事 1基本事業12101

基本事業12101 1

1 ）～12103）

～12103）

…30

122 がん対策の推進

123

こ

こころと身体

の

の健康対策

の

の推進（

基 1

基本事業12301

～ 0

～12303）

…35

3 暮らしを守る ～

誰

誰もが安全

で

で安心して

暮

暮らせる

社

地域社会～

131 犯罪に強いまちづくり

132 交通安全のまちづくり

133 消費生活の安全の確保

134

薬物

薬物乱用防止等と医薬品

の

の安全確保

（

（

事 0

基本事業13401

3

～13404）

…54

4 共生の福

祉

福祉社会 ～地域の中

で

で誰もが共

に

に支え合う社

会

社会～

141 介護基盤整備などの高齢者福祉の充実

142 障

が

がい者の

立

自立と共生

（

（

業 4

基本事業14204

2

、14205）

…60

143 支え合いの福祉社会づくり

5 環境を守る持続可能な社会 ～自然を大切にし、環境への負荷が少ない社会～（施策は省略）

2

2第2節

第2節 「

「「

「創

創創

創

る

る

」 ～

」 ～

人

人と

とと

と地

地地域

地域

の

の

夢

夢

や

や希望

希望希望

希望

を

を

実感

実感 きる

きるできるために

できるために

～

～

（施策

）

）

1 人権の尊重と多様性を認め合う社会～一人ひとりが尊重され、誰もが参画できる社会～（施策は省略）

2 教育の充実 ～一人ひとりの個性と能力を育む教育～ （施策は省略）

3 子どもの育ちと子育て ～子ど

も

どもが豊かに育

で

つことができる社会～

231 子どもの育ちを支える家庭・地域づくり

232

育

子育て支援策

の

の推進（

基 2

基本事業23202

）

）

…63

233 児童虐待の防止と社会的養護の推進

4 スポーツの推進 ～夢と感動を育む社会～ （施策は省略）

5 地域との連携 ～誰もが魅力を感じ、活力のある地域～ （施策は省略）

6 文化と学び ～地域の誇りと心の豊かさを育む社会～ （施策は省略）

3

第3節「拓

く

く」～強みを

生

生

か

かした経済

の

の

躍

躍動を実感で に

き

できるために～～

（

（

施策

施策）

））

）

1 農林水産業 ～食や暮らしと地域経済を支える農林水産業～ （施策は省略）

2 強じんで多様な産業 ～地域に活力と雇用を生み出す産業構造への転換～ （施策は省略）

3 雇用の確保 ～誰もが働ける社会～ （施策は省略）

4 世界に開かれた三重 ～観光産業の振興と国際戦略の展開～ （施策は省略）

5 安心と活力を生み出す基盤 ～県民の生活や経済活動を支える基盤の整備～ （施策は省略）

（

（政

政政策

政策

）

）

（

政

政策）

桑名保健所・各課における事業実績を「三重県民力ビジョン・行動計画」による「政策－施策－基

本事業」の順に並び替えました。

従って「三重県民力ビジョン・行動計画」のうち保健所業務に関係しない部分は省略してありま

す。

また、同じ基本事業で複数の課で担当している事業もあります。

（

政

政策）

２２ 民三重県民力 ンビジョン

重県三重県民力 ・ビジョン・行行動計画 るにおける事業事業実績
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（７）結核対策特別促進事業

ア 目的

イ 事業内容

１）結核患者服薬支援（DOTS）

①医療機関とのDOTSカンファレンス

【四日市羽津医療センター】

日 時：定例実施 毎月第１月曜日 午後３時～

場 所：四日市羽津医療センター

参加者：四日市羽津医療センター 結核担当看護師、外来看護師、薬剤師等

桑名・鈴鹿・四日市市 保健所結核担当保健師

対象者：四日市羽津医療センターに結核にて入院中及び退院後の患者

参加回数 11回

検討人数     14名（実・延）

入院患者 10名（実）13名（延）

外来患者 6名 （実）24名（延）

【大垣市民病院】

日 時：定例実施 毎月第１水曜日 午後４時～

場 所：大垣市民病院

参加者：大垣市民病院 医師、看護師、薬剤師、検査技師等

保健所結核担当保健師

対象者：大垣市民病院に結核にて入院中の患者

参加回数 3回

検討人数     1名（実）3名（延）

②関係機関との事例検討

日 時：平成27年10月2日 11:00～12:00

場 所：菰野町庁舎

参加者：町担当者

生活保護課担当ワーカー

桑名保健所結核担当保健師

③コホート検討会

【四日市羽津医療センター】

日 時：平成28年2月23日 13時30分～

場 所：四日市羽津医療センター

参加者：四日市羽津医療センター（医師、看護師、薬剤師、検査技師、ＭＳＷ、栄養士）

桑名・鈴鹿・四日市市 保健所結核担当保健師５名

対象者：四日市羽津医療センターに退院後の治療終了患者

検討人数     14名

③DOTS支援

実人数

延人数

平成27年度中

結核治療における服薬確認療法（DOTS）に取り組むにあたり、支援を行う機関・支援者を広げてい

くことを目指します。また、服薬確認療法が必要な患者に対し、療養や服薬への不安を減らし、服薬

を完遂できるよう支援します。

54
183

14
32

病院･家庭等訪問 保健所内面接 郵送

15
64

電話

50
178
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ウ 成果

今年度も、DOTS実施率・服薬完遂率向上を目標に、服薬支援に取り組みました。初回面接を丁寧に

行うことにより、その方にあったDOTS方法を検討しながら実施しました。

昨年から継続の服薬継続が難しいケースは、町、訪問看護、生活保護といった多岐にわたる関係者

と患者の服薬完遂に向けて情報共有をしながらそれぞれの立場での見守体制をとるように努め、服薬

完遂することができました。

その他、ケースにかかわっている関係者と情報共有や同行訪問を実施し、服薬支援を実施すること

ができました。

今後も事例を通して、また、さまざまな機会を活用し説明することで、結核対策やDOTSの理解を深

め、支援者を広げていく必要性があります。

また、DOTSカンファレンスの開催により、医療機関等と保健所の連携強化を図るとともに、対象者

に合った形でのDOTS方法を検討し、実施していくことに繋りました。
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３

３ こ

こたばこ

たばこ対

対対策

対策

（１）啓発活動

「世界禁煙デー」「禁煙週間」の啓発

ア 世界禁煙デー街頭キャンペーンの実施

日 時 平成27年6月1日 午前7時50分～8時20分

場 所 桑名駅東口ロータリー

内 容 のぼりの掲示及び啓発用ティッシュ600個配布

（２）受動喫煙防止対策

「たばこの煙のないお店」認証制度

管内認証店 ６６店舗(平成28年3月現在)

（３）禁煙支援

ア 健康相談・啓発の実施

日 時 平成27年11月15日（日） 午前10時～午後2時

場 所 菰野町保健福祉センター

対 象 菰野町健康フェスティバル来場者 約80名

内 容 禁煙・受動喫煙防止啓発、禁煙相談

イ 事業所支援

事業所の健康管理担当者が禁煙啓発及び指導を行うためのポスター・啓発物の提供

事業所１ヶ所

平成18年6月から県が食品衛生協会に委託を行い、県内全域で実施している「たばこの煙

のないお店」認証制度により、飲食店等での受動喫煙防止を啓発しました。

イ 関係機関へ啓発グッズ（ポケットティッシュ）の配布 900個

配布先 管内医師会、管内薬剤師会、食品衛生関係者、庁舎来庁者 等

たばこ対策について普及啓発を行うとともに、関係者が積極的に取り組んでいけるよう

支援を行いました。

また、地域の実情に応じた受動喫煙防止対策、禁煙支援を実施し、たばこ対策を推進し

ました。
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２

２ 難

難難病在宅

難病在宅 ア

アケア

ケア事

事事業

事業

事業の目的

（１） 訪問相談事業

ア 訪問回数：実人員15人、延べ42回

イ 面接・電話相談回数：延べ171回

  ウ 三重県難病医療連絡協議会難病医療専門員及び協力病院担当者への連絡回数：

人工呼吸器装着特定疾病患者一時入院事業利用支援：実人員1人、相談回数6回

難病患者の在宅ケアには、包括的な支援体制が必要です。そのため患者・家族の療養

上の不安の軽減を図るとともに、療養者が地域で安心して暮らせるよう、関係機関との

連携のもとに在宅ケア支援体制を整備します。

筋萎縮性側索硬化症等の神経難病重症患者を中心に訪問等による支援を実施しまし

た。

（２）難病在宅ケア支援ネットワーク整備事業

延べ25回

エ 難病患者在宅療養支援会議：出席回数3回
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１ 薬

物 対

薬物乱用防止対策

（１）県民参加による大麻・けしクリーンアップ事業

・実施時期：平成２７年４月１日～６月３０日

・管内で約７，１５０本のけしを除去

（２）三重県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭キャンペーン

・日時 ：平成２７年６月２２日

・場所 ：ＪＲ桑名駅前

・内容 ：啓発物品の配付

（３）麻薬・覚醒剤乱用防止運動

・日時 ：平成２７年１０月１７日

・場所 ：いなべ市大安庁舎周辺

・内容 ：啓発物品の配付、パネル展示

（４）麻薬・覚醒剤乱用防止運動及び三重県薬物の濫用の防止に関する条例制定周知啓発

・日時 ：平成２７年１１月８日

・場所 ：朝上地区コミュニティセンター

・内容 ：啓発物品の配付

（５）薬物乱用防止ポスター展示

・日時 ：平成２７年１０月１５日～１０月２１日

・場所 ：イオンモール桑名

（６）小学生等への啓発（薬物乱用防止教室）             

・日時 ：平成２７年９月から平成２８年２月

・対象 ：管内小中学校の児童・生徒等 約７３８名

・内容 ：パワーポイント等を用いた講習を実施

（７）桑名地区薬物乱用防止指導者協議会研修会  

・日時 ：平成２８年２月２５日

・参加者：桑名地区薬物乱用防止指導者協議会委員等 ７名

・場所 ：三重県保健環境研究所

・内容 ：危険ドラッグの現状と検査方法等についての講演会及び施設見学

地域における薬物乱用防止対策を推進するため、各関係機関の協力を得て「不正大

麻・けし撲滅運動」「ダメ。ゼッタイ。普及運動」「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」及び

「三重県薬物の濫用の防止に関する条例制定周知啓発」等の啓発運動を実施しました。

また、薬物乱用防止指導員及び薬物乱用防止啓発団体からなる桑名地区薬物乱用防止

指導者協議会を中心に、多様な主体との協働により薬物乱用防止に向けた取組を行いま

した。

施施策134 物 等薬物乱用防止等と医薬品のの安全確保

（ 担当主担当：衛生指導課）

基 13401基本事業13401 用防薬物乱用防止対策のの推推進

主

主

な

な 組

組取組内容

取組内容

民間団体、学校、市町等の関係機関と連携して、地域の実情に応じ、薬物乱用の未然

防止および再乱用防止をはかるため、啓発活動等に取り組みます。
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２  

神障

精神障

が

がい

復 業

者社会復帰推進事業

（１）危機予防・危機介入

ア 処遇困難事例への対応（ケア会議）

イ 桑員地域精神保健福祉連絡会議の実施

（２）地域支援体制（ネットワーク）の整備

ア 地域家族会（しぐれ会）への支援

①総会への参加

イ 桑員地域自立支援協議会生活移行促進部会（ＮＥＸ）運営の支援

ウ 桑名市地域自立支援協議会への支援

参加者：12名

実施主体：桑名しぐれ会

目 的：主に病院職員に対する地域移行・地域定着支援事業の普及啓発

日 時：平成28年3月17日（木）18：00～20：00

場 所：くわなメディアライブ

日 時：平成28年1月13日

場 所：桑名庁舎

日 時：平成27年5月8日（土）

場 所：桑名市総合福祉会館

①定例会 4回参加

②地域移行に関する研修会

講 師：三重県障がい福祉課 精神保健福祉班 班長 牧戸 貞

鈴鹿厚生病院 地域支援室 室長 倉田 隆明

定例会 2回に参加

内 容：各機関の現状報告と意見交換を実施。それぞれの役割を理解するとともに、

危機介入時に連携し、スムーズに対応ができるように話し合いを行いました。

措置入院患者の退院後のサポート体制、また処遇困難事例のサポート体制をつくることを目

指し重点的に取り組みました。

ケア会議の実績 実人員１７人 延べ２１人

参加者：警察署（桑名、いなべ、四日市北、四日市西）、消防署（桑名、四日市、菰野）

精神科病院（北勢、東員、大仲さつき、多度あやめ）、障がい者総合相談支援

センターそういん、市町（桑名、いなべ、木曽岬、東員、菰野、朝日、川越）
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桑名保健所のの沿革

明治30年(1897年) 

伝染病予防法施行

昭和12年(1937年) 

保健所法公布

昭和19年(1944年) 10月

発県 所

三重県桑名保健所発足(職員10人)

前身は桑名簡易保険健康相談所(桑名市上野18)

昭和22年(1947年)  7月

戦災後桑名郵便局の一室を仮事務所として業務執行(職員16人)

昭和22年(1947年)

健

新保健所法、食品衛生法、児童福祉法制定

（施行は、3法とも昭和23年1月）

昭和23年(1948年)

児童福祉法、予防接種法、性病予防法施行

昭和23年(1948年) 11月

課制(機構)執行(職員27名)

昭和24年(1949年)  4月

新庁舎完成移転(桑名市常磐町､敷地215坪､建坪114坪)

昭和24年(1949年)

身体障害者福祉法制定

昭和25年(1950年)

精神衛生法、狂犬病予防法、生活保護法制定

昭和26年(1951年)

結核予防法、社会福祉事業法（平成12年6月 「社会福祉法」に改称）制定

昭和27年(1952年)

栄養改善法制定

昭和27年(1952年)  9月

係長制度施行

昭和31年(1956年)  8月

薬剤師法、薬事法制定

昭和35年(1960年)

精神薄弱者福祉法制定

昭和35年(1960年)  8月 次長制度施行

昭和38年(1963年)

老人福祉法制定

昭和39年(1964年)

母子福祉法制定（昭和56年「母子及び寡婦福祉法」に改称）

昭和40年(1965年)

母子保健法制定

昭和45年(1970年)

心身障害者対策法制定

昭和48年(1973年)  5月

目舎 ( 市 丁 1 )

新庁舎完成移転(桑名市中央町五丁目71番地)

昭和48年(1973年)  9月

動物の保護及び管理に関する法律制定（施行は、昭和49年1月）

昭和51年(1976年)  4月

機構改革により環境課新設､衛生課を衛生指導課に改称

昭和53年(1978年)  4月

機構改革により総務課に検査係新設､普及係を医事統計係に改称

昭和54年(1979年) 10月

薬事法改正

昭和61年(1986年)  4月

機構改革により総務課医事統計係を廃止､総務係に吸収

昭和62年(1987年)

精神衛生法改正（「精神保健法」に改称）

平成元年(1989年)

後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行

平成 5年(1993年)  4月

機構改革により総務課

検

検査係を

止

廃止､保健婦室を保健指導課に改称

保健予防課保健係､予防係を保健予防係に統一
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平成 5年(1993年) 12月

心身障害者対策法改正（「障害者基本法」に改称）

   

   成 6 9 )  

平成 6年(1994年)  6月

健

地域保健法制定（

保

保健所機能

の

の強化）、

関 備

関係法律整備（保健所法、母子保健法、

児童福祉法、栄養改善法、医療法、薬事法、伝染病予防法、食品衛生法等）

平成 7年(1995年)  7月

精神保健法改正（精神障害者保健福祉手帳制度の創設、「精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律」に改称）

平成 8年(1996年)  4月

らい予防法廃止、 6月 薬事法改正

平成 9年(1997年)  4月

地域保健法全面施行

平成 9年(1997年)  4月

機構改革により企画調整課新設、保健予防課、保健指導課を地域保健課に

統一

平成 9年(1997年) 12月

介護保険法制定（平成12年4月施行）

平成10年(1998年)  4月

機構改革により

旧桑

旧桑名保健所

と

と

旧 事

旧北勢福祉事務所の一部を

統

統合し､

児

児童相

能

機能談機能

談機能を

をを

を

含

含

めて

めて

『

『北勢 桑名 部

北勢 名 部北勢県民局桑名保健福祉部

北勢県民局桑名保健福祉部』

』

』と

ととして

として ( 保健

保健発足(桑名保健所

発足(桑名保健所

は

は

置機

併置機関として

続

存続)

組織体制は､部長(福祉監兼)､保健監(保健所長兼)､副部長のもと､企画総務､健康増進､福祉

保健､衛生指導のグループを設置｡各グループにグループリーダーを置く｡環境課業務を移

管する。

平成11年(1999年)  4月

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）施行（伝染病予防

法、性病予防法、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律廃止）

                            

精神薄弱者福祉法改正（「知的障害者福祉法」に改称）

                          

動物の保護及び管理に関する法律改正（「動物の愛護及び管理に関する法律」に改称。施

行は、平成12年12月）

平成13年(2001年)  3月

地域健康危機管理ガイドライン策定（厚生労働省）

平成14年(2002年)  4月

チーム、グループ制の導入により､桑名保健福祉部に福祉相談チーム（経

営支援、生活支援、子育て支援の各グループ）、保健衛生チーム（計画調

整、健康増進、衛生指導の各グループ）を設置し、部長、チームマネー

ジャー、グループチームマネージャー、グループリーダーを置く。

 (保健衛生チームマネージャーは保健所長を兼務)

平成14年(2002年)  8月

健康増進法制定（平成15年5月施行）

平成15年(2003年)  4月

経営支援グループと計画調整グループを統合して経営企画グループとし、

福祉相談チーム3グループ、保健衛生チーム2グループとする｡

平成15年(2003年)  5月

食品安全基本法制定、食品衛生法改正（リスク分析手法の導入）

平成16年(2004年)  4月

チームマネージャー等のカタカナ呼称や組織名称等の改正があり、桑名保

健福祉部に福祉相談室（経営企画、生活支援、子育て支援の各グルー

プ）、保健衛生室（健康増進、衛生指導の各グループ）を設置し、部長、

室長、グループリーダーを置く。

（保健衛生室長は、保健所長を兼務）

平成16年(2004年) 12月

発達障害者支援法制定（平成17年4月施行）

平成17年(2005年)  4月

組織名称等の改正があり､桑名保健福祉部に企画福祉室(企画市町村支援､

福祉の各グループ）、保健衛生室（健康増進、地域保健、衛生指導の各グ

ループ）を設置し、部長、室長、グループリーダーを置く。

(保健衛生室長は､保健所長を兼務)

生活保護業務を四日市保健福祉事務所に、児童相談業務を北勢児童相談所

に移管
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平成17年(2005年)  4月

薬事法改正

                            

食育基本法制定（平成17年7月15日施行）

                            

動物の愛護及び管理に関する法律改正（平成18年6月1日施行）

                          

障害者自立支援法制定（平成18年4月1日施行）

平成18年(2006年)  4月

  機構改革により県民局制度が廃止され、健康福祉部直轄の地域機関『桑

名保健福祉事務所』となる。

保健福祉事務所-保健衛生室-企画福祉課、健康増進課、地域保健課、衛生

指導課の1室4課体制で、各課に「課長」を置く。

平成18年(2006年)  6月

老人保健法改正（「高齢者の医療の確保に関する法律」に全面改正）

                          

精神保健福祉法改正（「精神病院」を「精神科病院」に改める）

                          

結核予防法の廃止。感染症法、予防接種法改正（平成19年4月１日、6月1日施行）

平成20年(2008年)  4月

市

市四日市市

四日市市

が

が 政

政保健所政令市

保健所政令市

に

に

移行

移行し

しし

し、

、、

、 保

保四日市市保健所

四日市市保健所

が

が

設置

設置される。

これに伴う機構改革により、三重県四日市保健福祉事務所は、平成20年3

月31日付けで廃止。同年4月1日から、①四日市市保健所に移譲されなかっ

た四日市市にかかる保健所業務、②三重郡3町にかかるすべての保健所業

務が、桑名保健福祉事務所に移管される。

その結果、桑名保健福祉事務所の所管区域は、桑名市、いなべ市、桑名郡

木曽岬町、員弁郡東員町、四日市市、三重郡菰野町、同朝日町、同川越町

の3市5町となる。

「福祉相談室（北勢福祉事務所）」-福祉課、生活保護課-と、「保健衛生

室（桑名保健所）」-総務企画課、健康増進課、地域保健課、衛生指導

課、食の安全・安心監視課-の2室7課体制となり、福祉相談室は三重県四

日市庁舎に、保健衛生室は三重県桑名庁舎に執務室を置く。

平成23年(2011年)  4月

組織体制の変更により、保健衛生室 食の安全・安心監視課が廃止とな

り、「福祉相談室（北勢福祉事務所）」-福祉課、生活保護課-と、「保健

衛生室（桑名保健所）」-総務企画課、健康増進課、地域保健課、衛生指

導課-の2室6課体制となる。

  

  成 5 0 )  

平成25年(2013年)  4月

県の

組

組織改正 よ

り

により

、

、「

健 所

桑名保健福祉事務所」」

を

を廃止し、「

桑

桑名保健所

（旧

・

・ 福

桑 祉 健

桑名保健福祉事務所保健衛生室 」）」と「

北 務

北勢福祉事務所

（

（旧・桑

健 所 室

名保健福祉事務所福祉相談室）

」

）」

に

に分離

※ 「四日市市」にかかる数値等の取り扱い

三重県行政機関設置条例（平成17年12月27日三重県条例94号）により、桑名保健所の所

管区域は、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡及び三重郡と規定されています。

平成20年４月１日より、四日市市が保健所政令市に移行し四日市市保健所が設置され、

四日市市民の保健衛生や健康の増進に関する事項等を所管しています。

本冊子は、桑名保健所が平成27年度中に取り組んだ事業や内容等を中心に取りまとめた

ものであることから、「四日市市」に関する記述や数値は障害者総合支援法など、県の義

務として、直接に関係するものにとどめてあります。
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三重県桑名保健所
http://www.pref.mie.lg.jp/WHOKEN/HP/

５１１－８５６７ 三重県桑名市中央町５丁目７１番地

総務企画課 ０５９４－２４－３６２１

健康増進課 ０５９４－２４－３６２５

地域保健課 ０５９４－２４－３６２０

衛生指導課 ０５９４－２４－３６２３

ファックス ０５９４－２４－３６９２


